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	聴聞審理公開公示書
　　　　　　　　　　　　の規定による　　　　　　　　　　　　　　の処分については、公開による聴聞を次のとおり行うので、上小阿仁村聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第12条第1項（第14条第2項において準用する同規則第12条第1項、第17条において準用する同規則第12条第1項）の規定により、公示する。
　　　　年　　月　　日
上小阿仁村長　　　　　　　　㊞

	
	聴聞の期日
	　　　　年　　月　　日　　　時　　　分
	

	
	聴聞の場所
	
	

	
	不利益処分の名あて人となるべき者の住所
	
	

	
	不利益処分の名あて人となるべき者の氏名
	
	

	



